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令和６年２月２６日 

地域密着型サービス運営推進会議代替資料の公表 

厚生労働省令第３４号（平成１８年３月１４日）第１０８条の規定に基づ

き、運営推進会議を開催するところ、新型コロナウイルス感染症の流行を理由

として令和２年２月２７日に面会謝絶を決定、以降継続中であること、あわせ

てこの会議を中止しているため、開催の際に配布する予定であった資料を公表

し、開催に代えます。 

千葉県長生郡白子町幸治３０７９番地３ 

設置主体）株式会社 相 生 

代表者）代表取締役 萩原 将之 

 

サービスの定義

介護保険法

第８条第20項

要介護者であって認知症であるもの（その者の認知症の原因となる疾

患が急性の状態にある者を除く。）について、その共同生活を営むべ

き住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練を行うことをいう。

事業所の名称 ゆうなぎ九十九里

事業所と事業主体の概要

事業主体

〒２９９－４２１６　千葉県長生郡白子町幸治３０７９番地３

（商　号）株式会社　相　生（かぶしきがいしゃそうせい）

電話０４７５（３６）５７１１ ＦＡＸ０４７５（３６）５７１２

開設年月日

共同生活住居

利用定員

平成１７年１０月　１日開設、利用定員９人（一番館）

平成２３年　４月　１日開設、利用定員９人（二番館）

サービスの種類

認知症対応型共同生活介護

（通称：グループホーム、認知症高齢者グループホーム）

介護保険事業所番号１２７５９００２１３

所在地
〒２８３－０１０２千葉県山武郡九十九里町小関２３１６番地１

電話０４７５（７０）７３３３ ＦＡＸ０４７５（７０）７３３５
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１．入居者情報 

① 保険者等 

 

② 要介護度等～前回当会議開催時とほぼ変化はない。 

当ホームをして最大の課題は、面会交流、外出等について、依然として慎

重にならざるを得ず、日常生活を通じたリハビリテーションに支障を来た

している。当ホームをして、制限下において、ＡＤＬの維持改善を図る妙

手はなく、当ホーム一番館二番館間の往来を積極的に推奨するほか、二番

館においては２階建で２階居室を利用している入居している入居者にあっ

ては、階段の昇降を積極的に推奨するなどしている。 

※この項、前回資料と同一記述 

高齢者の認知機能低下、8 割の施設で コロナ制限影響か～

日本経済新聞（2022.06.25WEB）

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE069J50W2A600C2000000/ 

（当該記事 QR コード） 

委員

４．次回運営推進会議も中止、資料配布

予定していた議題等

１．入居者情報（保険者、要介護度等）

２．新型コロナウイルス感染症、インフルエンザについて

・地域住民 ・当町地域包括支援センター

・ちどりの会 ・当町社会福祉協議会

（当町所在、ボランティア団体） ・当ホーム管理者、当社代表者

３．日常的な取り組み

運営推進会議の概要

予定していた日時、会場
令和６年２月２６日１３時３０分から

当ホーム二番館のリビングダイニング

会議の構成

・当ホーム入居者 ・当町健康福祉課

保険者 当町 長生郡白子町 茂原市 合計

人数 14 1 1 16

増減 0

前回会議時点（12月25日）16

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE069J50W2A600C2000000/
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２．新型コロナウイルス感染症、インフルエンザについて 

（１）１２月７日に二番館の入居者１名が新型コロナウイルス感染症に感染発

症 

この入居者は入院加療となり、１１日に退院。当ホームに戻る。この件のほ

か、クラスター事案はもとより、入居者、役職員の何れも感染した事例はな

い。後述のとおり、インフルエンザの流行が懸念されたところ、一方で新型コ

ロナウイルス感染症については漸増の傾向にあるとのことで、感染症対策に何

ら変化はなく、気の抜けない毎日となっている。 

（２）前回会議以降、インフルエンザに置き換わる様相があったが、新型コロ

ナウイルス感染症も漸増している 

９月中旬以降、役職員の同居家族等の勤務先や学校等においてインフルエン

ザの感染や流行が見られ、学級閉鎖等を聞くに及び、新型コロナウイルス感染

症からインフルエンザに置き換わったかのような状況があったが、１０月下旬

以降今日に至るまで、入居者、役職員がインフルエンザに感染した事例はな

い。前述のとおり、新型コロナウイルス感染症も漸増傾向にあるとのことで、

両方に対策をする、いわゆる「コロナフル」対策を実施している状態で、５類

移行前後で緩和することはない。 

（３）ワクチン接種の推進 

新型コロナウイルスのワクチン接種については、前回会議前に全入居者につい

ては既に完了、インフルエンザのワクチン接種も１２月中に完了。 

（４）コロナフルのクラスター感染対策 

（コロナフル＝新型コロナウイルス感染症とインフルエンザを合わせて言う

造語）前回会議と重複するが、新型コロナウイルス感染症流行前の冬季、毎年

インフルエンザの流行と、感染発症に伴う重症肺炎とその致死率が極めて高か

ったことが施設運営上の脅威であった。新型コロナウイルス感染症の流行後は

インフルエンザウイルスの存在や脅威さえ忘れ去られた様相を呈していたが、

上掲のとおり、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが同時に流行する

事態となっている。これより先、現状の新型コロナウイルス感染症対策を実施

してきた知見を活かし、このまま来春にかけて、新型コロナウイルス感染症対

策を継続し、そのままインフルエンザの流行に備える。よって、不本意ではあ

るが、面会、外出、外泊などの制限は継続して実施する。 
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（５）制限下における面会、外出の推進 

面会、外出、外泊などの推進を図りたいところではあるが、８月の新型コロ

ナウイルス感染症クラスター事案の発生と今月の入居者１名の感染発症を見

て、制限下における面会、外出ということで実施することとした。 

家族関係者においては５類に移行したことでそのまま制限が緩和されるとす

ると解するケースがみられ、５類移行後であっても、感染事案の発症とそれに

ともなうクラスター事案の発生が当ホームの運営に申告且つ重大な事態を招来

することを説明し、制限下における面会、外出について理解を得、推進してい

る。 

具体例の一として、入居者の家族関係者や近親者の葬儀会葬等に際し、あら

かじめ、家族関係者に、会葬時の飲食の席への参加を謝絶をすることを依頼

し、儀礼を損なわない範囲で社会関係性の維持と感染対策の両立を図るように

説示し理解を得ることがある。 

さらに具体例の一として、近隣のセブンイレブン九十九里小関店に個別に同

行、通常はみんなのライフサポートクリニック大網の訪問診療であるところ外

部の医療機関に受診する際に経路上のコンビニエンスストアや小売店に立ち寄

り買い物に同行したりなどしている。 

面会については、玄関前のベンチに座ってマスク着用の上で実施するほか、

一番館に昨年３月に国と千葉県の助成で施工した感染症対策を施した面会室に

おいて実施するなどしている。 

（６）マスク着用の推奨 

役職員のマスク着用についてはこれまでのとおり、例外なく解除しない。当

ホームのマスク着用の考え方については、後記のとおり、国（厚生労働省）が

既に発出の「令和５年３月１３日以降のマスクの着用の考え方について」を踏

襲する。 

 

 

 

 

 

 



 5 / 8 

 

～令和 5年 3 月 13日以降のマスク着用の考え方について～ 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html 

 

３．日常的な取り組み 

新型コロナウイルス感染症流行にともなう事柄をお伝えすることが多く、ま

た、中心にならざるを得ない状況が継続していたところ、その他の当ホームにお

ける日常的な取り組みを紹介する機会を逸していたことから、紹介を始めるこ

ととした。新型コロナウイルス感染症流行と同じカテゴリーにある保健衛生や

健康増進の分野から紹介したい。 

 

第３回：居宅療養管理指導：薬剤師 

当ホームでは、入居者並びに家族関係者等に異議がなければ、みんなのライフ

サポートクリニック大網（以下、クリニック、大網白里市所在）入居者間におい

て訪問診療契約の斡旋をしており（入居者側において通院を選択、あるいは他の

訪問診療を依頼することを妨げない）、契約後は、事実上主治医、かかりつけ医、

ホームドクターとして機能し、入居者毎に１週間から２週間に１回の割合で定

期的かつ計画的に訪問、診察、治療、薬の処方、療養上の相談援助、当ホームへ

の指導、相談援助を行っている。 

＜着用が効果的な場面＞

〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。

・医療機関を受診する時

・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時

＜医療機関や高齢者施設などの対応＞

○高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨して

います。

※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマ

スクの着用を求めることは許容されます。（出典：厚生労働省　令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html
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このクリニックの医師の指示に基づき、薬学的な管理指導を行うのが、薬剤師

による居宅療養管理指導である。当ホームにおいては、クリニック入居者間の訪

問診療契約の斡旋をしているのと同様に、入居者並びに家族関係者等において

異議がなければ、片貝薬局（以下、薬局とする）に所属する薬剤師入居者間にお

いて居宅療養管理指導の契約（以下、薬局の薬剤師による居宅療養管理指導とす

る）を斡旋している。 

この、薬局の薬剤師による居宅療養管理指導の効果は、当ホームの役職員によ

る服薬介助の大きな支えとなっている。まず、クリニックによる訪問診療や往診

に際して交付された処方箋は薬局に直接伝送（ファクシミリ、電子メール等）さ

れ、薬局は処方箋に基づき、処方された薬を一包化（例えば、朝食後に４種類の

薬を服用しなければならない場合に、一の袋に薬を包装されることを指す）する

などして、当ホームに入居者毎に一目瞭然となるように整理され、誤って服用介

助することを極力防ぎ、また、服用に際し注意すべきこと（例えばグレープフル

ーツ、甘い果汁の飲用が禁忌の薬、服用の時期、方法が特異なものなど）の指導

とあわせて、薬を当ホームまで届けるなどしている。 

他には、急な往診において処方された薬をやはり一包化するなどして当ホー

ムに随時届けたうえで、指導助言をなし、概ね２週に１回の訪問診療の際に薬剤

師が立会い、クリニックの医師の処方に際して、医師から求められて助言、或い

は、立ち会っている当ホームの役職員に求められて服薬や日常生活と飲食の兼

ね合いなどの助言を行い、やはり大きな支えとなっている。 

また、薬剤師が当ホームを訪ねる医療連携体制の看護師、訪問看護事業所の看

護師らとも当ホームにおいて会同、または相互に連絡をして、緊密に連携を図っ

ていることが伺え、大きな安心感を醸成している。 

こうして、訪問診療の医師、医療連携体制の看護師、訪問看護事業所の看護師

らが連携をし、当ホームにおける生活を平穏ならしめ、終生過ごすことが可能と

なっている。 

〜訪問診療と往診〜往診は、突発的な病状の変化や、これまでにない新たな傷病

があって、通院することが困難な入居者の求めに応じ、医師がその都度、診療を

行うことをいい、定期的且つ計画的な訪問診療と異なる。このような状況のとき、

当ホームの役職員が往診を依頼する。 

〜医療連携体制〜（医療連携体制加算として算定）環境の変化に影響を受けや
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すい認知症を得た当ホームの入居者が、認知症対応型共同生活介護（グループホ

ーム）において生活を継続できるように、入居者の状態に応じた医療ニーズに対

応できるように看護体制を整備していることに対する加算。当ホームにおいて

は看護師の配置がないため、訪問看護事業所（訪問看護ステーショングリーン：

千葉市緑区所在、訪問看護ステーションれんげ草：東金市所在）当社間の契約を

し、看護師の訪問を受けるほか、次のとおり。 

 

～グループホームにおける訪問看護の給付～当ホームにおける訪問看護は居宅

と相違し介護保険による給付がなく、当ホームにおける訪問看護は全て医療保

険（７４歳までの健康保険と、７５歳以上の後期高齢者医療保険）において給付

される。 

 

４．次回運営推進会議の開催日程（開催見送り） 

通常であれば、令和６年度運営推進会議の第１回は、４月２８日（月）１３時３

０分から予定するところ、開催は見送り、今回と同様に、開催の際に配布する予

定であった資料を公表し、開催に代えることとする。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

本件のお問合せ先 

事業主体）株式会社 相 生 代表者）代表取締役 萩原 将之 

電話 0475-36-5711 



 8 / 8 

 

 

ゆうなぎ九十九里、運営推進会議録
掲載サイト（ワムネット、ワムネッ
ト、ゆうなぎ九十九里の評価掲載当
該サイトへのリンクあり）

ゆうなぎ九十九里

QRコード弊社WEBサイト

ゆうなぎ九十九里、ゆうなぎ白子
弊社の詳細は、こちら

ワムネット、ゆうなぎ九十九里の評
価掲載当該サイト

QRコードワムネット


